
７．資料の閲覧及び特約条項  

（１）資料の閲覧について

　　　物件調書の参考事項欄に閲覧資料がある旨の記載がある物件については、物件の所在地を

　　管轄する財務局・各財務事務所の担当課において、本案内書の他に閲覧資料を用意しており

　　ますので、入札参加者は必ずご確認ください。（閲覧場所の所在は、巻末のとおり。）

　　　なお、閲覧資料を確認しない場合でも入札には参加できますが、閲覧しなかったことを理

　　由に、応札後に異議を唱えることはできません。各物件の閲覧資料については、下表をご覧

　　ください。

（２）特約条項

　　　入札者は、入札物件が物件調書等に記載された内容であることを了承のうえ、入札に参加

　　してください。

　　　売買契約にあたっては、契約書に以下の通り特約条項を付します。

　　　また、物件調書の内容により、以下の特約条項に加え、他の特約条項を付す場合があります。

　　（特約条項）

　　第〇条　乙は、売買物件が売買契約書別紙の物件調書等（別紙）記載の内容であることを了

　　　　　承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。

閲覧資料の内容

1102、1104、1206、1302、1401、1406

物件番号

1110、1111、1112、1113、1201、1204、1205

1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107

1206、1208、1301、1406、1407

地下埋設物に関する資料

境界または越境に関する資料

工作物に関する資料

1104

1104、1105、1207

地質に関する資料

1407 電柱貸付に関する資料


